
公 告 第 120,J
令 和 5年 6月 27日

入札公告
次のとおり ‐般競争人札に付します。

1[1事概要

(1)11事 名

(2)〔 :事場所
(3)〔 :事内容

契約担当官
航空自衛隊第1航空
会計隊長 早 川

隊庁合屋上防水工事

航空自衛隊御前崎分屯基地
本工事は、以下の工事を行うものである,

・概要 :隊庁舎の既設シート防水層を撤去し、ルーフィングン~卜防水による屋 li防水を実施する。
4)I:期  契約締結 日～令和6年 3月 31日

5)本 li事は、工事内訳明細書の提出を義務付ける 11事である.

2競争に参加する者に必要な資格
(1)予算決算及び会計令 (昭和22年勅令第165号。以 下IF'決令」という。)第 70条及び第71条 の規定に該当し

ない者であること,

(2)防衛省における ‐般競争 (指名競争)参加資格 (以 ド「防衛省競争参加資格」という。)のうち、「防水」で
A級、B級 又はC級、又は「建築――式」でA級、B級、C級 又はD級の格付を受け、原則として南関東防衛局に競
争参加を希望していること。(会社更生法 (平成14年法律第154号 )に基づき更生手続開始の申し立てがなされ
ている者又は民事再生法 (平成 11年法律第225号 )に基づき再生手続開始の申立てがなされている者につい
ては、手続開始の決定後、再度級別の格付を受けていること。)。

(3)会社更生法に基づき更生手続開始の中し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始
の中し立てがなされている者((2)の 再度級別の格付を受けた者を除く。)でないこと。

(4)一般競争参加資格確認中請書 (以下「中請書」という。)及 び中請書記載の競争参加資格確認資料 (以 ド
「資料」という。)の提出期限の日から開札の時点までの期間に南関東防衛局長から、工事請負契約年に係る
指名停止等の措置要領について(防整施 (事)第 150号 28.3.31)に 基づく指名停上を受けていないこと

(5)人札に参加しようとする者との間に資本関係又は人的関係がないこと。
(6)都道府県警察から暴力国関係業者として防衛省が発注する li事 等から排除するよう要請があり、当該状態

が継徹 ている有資格者でないこと,

(7)情報保全にかかる履行体制について懸念が存在する者でないこと
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(3)中 請書、資料及〔が資格審査結果通知書の提 lll期 限 ^十

ア 提出期限
令和5年 7月 1411午 後5時00分

イ 提出方法
持参又は郵送 (言留郵使に限る。)若 しくは託送 (占留郵便と同等のものに限る.)(以下「郵送等」としヽう_)
―十る,

(4)人 IL書等の提出期限等
ア 提出期限

イ゙r日 5付i8月 211′ |イ45日キ00`)
イ エ事費内訳明細 薄

T:事費内訳明細言に )́いても、人札書と同時に提出する(,の とする.

ウ 提出方法
持参 又|ま郵送等

(5)開札の場所及び ||‖ |
ア ロH寺 令和5年 8月 911午 前10時 30分
イ 場所 浜松基地会計隊人札室

※ 入札書及び 上事費内訳明細書を各々封筒に入れて封かんし、入札書を入れた封筒の表に「入札書在中」
と朱書きする。さらにこれらを1つの封筒に入れて封かんし、封筒の表に工事名、開札 H時及び商 号又は
名称を記載の 11、 提出する。また、一般競争参加資格確認通知書 (入札説明書第7項第1号に示すもの)

又はその写しを提出する。

4その他
(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び |1本 国通貨に限る。
(2)入 IL保 証令

免除
(3)契約保証金

免除,ただし、落IL者 1主公共T事履行保証証券|こ .tる 保証 (瑕疵担保特約(1年間)を付したもの1■ 限る )

を付すもの二十る この場合の保証金額は請 Ft代 金額ツ,10分の1(千決令第86条の調査を受けた者との契
約につ oヽて1■ 、10分の3)以 上とする。

(4)入 社の無効 次11掲 ,「ろ入札は無効とする
=

ア 本公告に示した競争参加資格のない者のした人札
イ 中請書、資料を含朴|′ξ出書類に虚偽の記載をしたといした人札
ウ 入札に関する条件li達反した人札

(5)落札者の決定方法
予決令第79条 の規,Lに基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な人札を
行った者を落札者十する ただし、落札者となるべき者

`ノ

)人 権価格によっては、そのものにより当該契約の内
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(7)入札後、契約を締結■ろまでの間に、都道府県警察から暴カヨ関係者として防衛省が発注する 1:事等から
除するよう要請か力)|,、 当該状態が継れ ている有資格者と|[契 約を行ゎない.
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1 適用範囲

2 疑義

3 軽微な変更

4 工程表及び
施工計画

5 工事発生材

6 材料管理

工確認及び
写真

|

8 工事現場管理
|

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)請負者は、工程表を監督官に提出して施工の順序及び方法につ
いて承認を受けなければならない。また、承認を得た工程表どお
り実施できるよう工程管理に努めなければならない。

(2)工程の変更が必要となったときは、その都度監督官の承認を受
けて修正するものとする。

工事施工により生 じた発生材は、監督官の指示に従い指定場所
に集積 し部隊側で定める発生材調書を添えて、監督官の指定する
日時に引き渡すものとする。

舟費  准量  本表  幕睾

本仕様書は、航空自衛隊御前崎分屯基地の各種請負工事施工に
関する一般的共通事項を表すものである。

本工事の施工は、公共工事標準仕様書等、設計図に基づいて施
工する。特記仕様書、設計図に記載されている事項のうち、本仕
様書と相違ある場合は特記仕様書及び設計図によるものとする。

工事において、図面と仕様書との内容に相違ある場合や、明示
のない場合又は疑いが生 じた場合には監督官と協議 し、それに従
い施工するものとする。

工事施工に際し現場の収まり、取 り合わせ等のため軽微な変更
を必要とする場合、請負者は監督官と協議 し、それに従い施工す
るものとする。

工事に使用する各種工事材料は、工程表に従い工事の進捗に支
障のないよう手配するものとする。

現場に搬入された材料は、監督官の検査を受け、合格した材料
は、監督官の指示する場所に整理 し、随時点検できるようにして
置くものとする。また、材料検査で不合格となった材料は速やか
に搬出しなければならない。
現場搬入時の検査に合格 した材料であっても、使用時において

監督官が変質又は不良品と認めるものは使用することができな
い 。
この場合、使用不能の材料は速やかに交換の処置を講 じるものと
する。

材料の現場管理は十分に行うものとし、盗難紛失等のあった場
合は請負者の責任において処置するものとする。

請負者は工事中、絶えず品質の管理を行 うものとする。

工事施工開始後、主要な工事段階の区切 り目及び完了時並びに
監督官の指示 した所や埋設箇所等で外部から見えなくなる部分に
ついては、必ず監督官の施工確認を受けるものとする。

請負者は、監督官の指示に従って、工事施工前、施工中、施工
後、使用材料及び工事竣 L後外部から明示できなくなる箇所の施
工状況、重要な工事段階などの施工状況を撮影 し、監督官に提出
するものとする。

工事現場の規律に関しては、工事に関する諸法規を遵守すると
ともに監督官の指示に従 うものとする。
工事施工中の請負者は、監督官の許可なくして流水、交通及び

通信等の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼす行為を
してはならない。
工事現場への労務者等の出入りの監視、風紀、衛生の取締 り並

びに火災、盗難、その他の事故防 [Lに ついて、請負者は責任を持
って十分注意を払 うものとする

(3)

7施
工事

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)
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(4)

(5)

3

工事現場においては、常に諸材料その他の整理及び清掃を行 う
ものとする。
工事箇所及び周辺にある既設構造物に対 し、工事施工に伴い損

傷を与えないよう、相当の防護をしなければならない。万一損傷
を与えた場合は、請負者の負担において完全復旧するものとす

ｒ
Ｏ 雨、出水、強風その他天災に対 し平素から防災対策を行 うと

に気象予報等について十分注意を払い、常に万全の処置を講
よう準備するものとする。
事現場が危険なため、一般の立ち入りを禁止する必要がある
は、その地域に適当な柵を設けると共に、立入禁上の表示を
ものとする。

危険物の取 り扱いについては、関係法令の定めるところに従い
万全の処置を講 じるものとする。

作業時間は、原則として平日の0815～ 1700の 間とし、
作業時間の延長、又は夜間あるいは休養 日又は休 日に作業を必
要とする場合は、あらか じめ監督官の承認を得るものとする。

(1)工事が完成 した場合は、工事完成検査を実施する。また、必要
に応 じて中間検査を行 うものとする。検査には、請負人又は現場
代理人が必ず立ち会わなければならない。

(2)工事完成検査において不合格を指摘された箇所は請負人の負
担において、検査官が指示する期間内に手直 しを行 うものとす
る。

(3)検査により不合格の箇所は、手直 し終了後再検査を受けなけれ
ばならない。

請負者は、次の書類のうち監督官が指示する様式の書類を、指
定期 日までに提出するものとする。
ア エ事入門許可申請書
イ エ事工程表
ウ エ事着工届
工 現場代理人及び主任技術者設定通知書
オ エ事材料品質証明書
力 工事写真
キ エ事完了調書
ク エ事完成通知及び工事完成検査願
ケ 引き渡 じ書
コ 発生材調書

工事が終了したときは、後片付け、清掃及び仮設物等の撤去を
行わなければならない。

(1)請負者は、工事中監督官と緊密な連絡を取 り十分協議 し、工事
に関 しては良心的な工事施工を旨とし、円滑な工事の進捗を期す
るものとする。

(2)請負者は、工事の内容に応 じた安全施策を講 じ災害の防止を図
るものとする。

(3)立入禁止区域等への立ち入りについては、部隊の規則に従って
申請 し立入ること。また、デジタルカメラ等を使用する場合にも
同様に申請し、監督官の許可を得て撮影すること。
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9 危険物の取
扱い

10 作業時間

11 工事検査

12 提出書類

13 後片付け

14 その他
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1 工事名称

2 工事場所

3 工事期間

4 工事概要

特記仕様書

隊庁舎屋上防水工事

航空 自衛隊御前崎分屯基地

契約締結 日 ～ 令和 6年 3月 31日

隊庁舎の既設シー ト防水層を撤去 し、ルーフィングシー ト防水

による屋上防水を実施する。

5 共通事項

(1)特 記仕様書、図面 に記載 されていない事項は、以下を適用す る。

ア 御前崎分屯基地工事一般仕様書

イ 令和 4年版 公共建築工事改修工事標準仕様書 (建 築工事編 )

ウ 令和 4年版 公共建築 工事改修工事標準仕様書 (電 気設備編 )

(2)本 工事 に使用す る製品等は、既設を基準 とした メーカー仕様 の同等品以上

とす る。 また、使用製品の一覧表 を監督官に提 出 し、指示 を受 けるもの とす

る。

(3)現場代理人は、原則的に作業 中は常駐 とす る。 また、現場代理人が資格 を

有 しない場合 は、主任技術者 を選任 させ作業 中は常駐 とす る。

(4)品 質保証期間は、 10年 とす る。

6 工事に関す る要求事項

(1)仮設工事

ア 施 工場所の養生及び清掃 を行 うもの とす る。

イ ー 日の作業終 了後 は、降雨等 に対 して漏水のない よ うにシー ト等 の養生

を行 うもの とす る。

ウ 足場 は隊庁舎 南側 に設置 し、防災ネ ッ トを使用す るもの とす る。

(2)撤 去工事

ア シー ト防水 は、立上 り及び押 え金物 を含 めて全て撤 去す るもの とす る。

イ シー リング材 は基礎周 りを撤去す るもの とす る。

ウ ドレン、脱気筒 は全て撤去 し、新設す るもの とす る。

エ ケ レン等に よ り下地処理 を行 うもの とす る。

(3)防水工事

ア 屋上防水 はシー ト (JIS A 6008)の 同等 品に よ り施 工す るも

の とする。



イ シー ト防水は、塩化 ビニル樹脂系 シー ト防水 工法・ 機械固定 (S一 M2)

に よ り施工す るもの とす る。

ウ アル ミ笠木 (直 線・コーナー部)は 撤去後再使用す るもの とす る。

工 防水層 の端末部に押 え金物 を取 り付 けるもの とす る。

オ  ドレンの規格 は陸屋根用縦形 (差 し込み式)と す るもの とす る。

(4)電気工事

ア 電線管 、電線 、プルボ ックスは、撤去 し新設す るもの とす る。

イ 電線管①については G28・ G16を 、電線管② については G28・ G22

G16を 使用するものとする。

ウ プルボ ックスには、カップ リングを取付けてお くものとす る。

工 電線管及びプルボ ックスの嵩上げ用プロック類は撤去 し、再設置するも

のとする。

工 照明器具及び配線は全て撤去 し、元の場所に再取 り付けするものとする。

オ 支持柱、アンテナマス ト、支線は撤去 し、官側に引き渡す ものとする。

(5)発生材

ア 本工事により発生 した発生材は、産業廃棄物管理伝票 (マ ニフェス ト伝

票)の コピーを監督官に提出するもの とする。

イ 本工事により発生 した金属類は、監督官の指示する場所に運搬、集積

の うえ発生材調書を作成 し、監督官に提出するものとす る。

(6)負 担区分

ア 本工事において使用する部品、材料及び各種手続き等は、全て契約相手

方負担 とするものとする。

イ 本工事において不具合事項を発見 した場合は、監督官へ速やかに報告す

るものとする。



(7)数 量表

工事

種 別
工種 名  称 摘  要 数 量 単位

建

築
工

事

仮
設

墨 出 し 863.99 ，
ｍ

養 生 863.99 ぽ

整理清掃後片付け 863.99 ２
ｍ

枠組本足場 手す り先行方式 31.61 m

仮設 材 運搬 31.61 rn

資材荷上げ荷卸 し ［
ロ

産 廃 産廃処分運搬 式

撤
去

シート防水撤去 押え金物含む 900.51

シーリンク
・

撤去 17.6 m

アルミ笠木撤去再設置
直線 128.32 rn

コーナー 箇 所

脱気筒撤去 ∩
０ 箇 所

卜・レン撤去 ０
０ 箇 所

防

水

下地 処理 900.51 m

合成 高分子ルーフィングシート防水

(平 面・ 立上 り)

塩化ビニル樹脂 系シート

機械的固定工法
900.51 m

押 え金物 取 付 128.32 m

脱気筒取付 12 箇 所

ドレン取付 JCW 301 箇 所

月,
民議

´‐

,ヽ

工

事

撤
去

支持柱撤去 本

アンテナマスト撤去 止め金具含む 本

支線撤去 箇 所

電線 管撤 去

厚鋼電線管 (016)露 出 53 m

厚鋼電線管 (G22)露 出 8.72 rn

厚鋼電線 管 (028)露 出 53 Fn

電線撤去 229、 44 rn

配線撤去再使用 5.4 In

フ・ルホ・ックス撤去 箇所

照明器具撒去再使用 LED。 投'光 器 (LED) 簡 所

29 個

フ・ルホ
゛
ックス用フロ゙ック撤去再設置 個

酉己
管

電線管設置

厚鋼電線管 (G16)露 出 53 m

厚鋼電線管 (022)露 出 8.72 rn

厚 鋼 電線 管 (028)露 出 53 m

600V絶 縁電線設置
600V耐燃性ホ・,エチレン絶緑電線 (EM― IE)

管内配線 (1.6Ш ～ 100口 :1で )

229.44 n■

フ・ルホ・ックス設置 館出型 (鋼 板 製)溶 融 亜鉛め っき ４̈ 個

m

屋上露出配管用フ・ロック撤去再設置



7 監督、検査

(1)作 業は、全て監督官の指示により実施するものとす る。

(2)作 業終了後、監督官が立会い機能試験を実施 し、検査官の検査を受けるこ

と。

(3)契 約相手方は、作業実施中に監督官の指示により黒板等に作業内容等を記

載 し、撮影するものとする。

(4)撮影 した写真及びデータは、工事完了後すべて破棄 し、流出防止に努める

8 安全管理

(1)契約相手方は作業安全に十分注意するとともに、事故防止に努めること。

(2)事 故等が発生 した場合の対応要領については、事前に監督官 と協議する

もの とする。

(3)作 業中事故が発生 した場合は、契約相手方の責任において対応するととも

に、係 る費用について、全て契約相手方負担 とするもの とする。

9 その他

(1)工事に際 しては、関係法令で定められた事項について遵守するものとする。

(2)契 約相手方は、この仕様書に疑義が生 じた場合、官側 と協議 し、その指示

を受けるもの とする。

こと。
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5年 6月 13日 名 隊 庁舎屋上防水

整理清 掃後 片付け・ 足場
2/5

空 自衛 隊御前崎分 屯基
面

施 行 範 囲
17 420
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ω

，

∞
一

【墨出 し・養生・整理清掃後片付け】

47.42m× 18.22m=863.9924r≒ 863.99ぽ ・

【枠組本足場】

3.6m× 8.78m=31.608≒ 31_61 nf

【資材荷上げ・荷卸 し】

荷上げ (2日 )+荷 卸 し(2日 )=4日
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園 番
名 隊 庁舎屋上防水5年 6月 13日

3/5
空自衛隊御前崎分屯基 下地処理・防水

47 120

___工重型

施 行 範 囲 【シート防水撤 去・ 下地処理

・合成高分子系ルーフィンク
゛
シート防水】

平面

① :47.42m× 18.22=863.9924ぽ ≒_8o■ 99ご

立 上 り

② :17.48m× 0.25m× 2箇 所 =8.74ぽ ・

③ :46.68m× 0.25m× 2箇 所 =23.34♂

C):0.8m× 0.3m=0.24ポ ×4面 =0.96イ

⑤ :0.9m× 0.15m=0.135r× 4面 =⊇ L54二_・

⑥ :0.6m× 0.3m=0.18r
O.18ぽ ×4面 ×2箇 所 =l.44r ・

⑦ :0.75m× 0.25m=0.1875 1Tr 
・

0.1875ポ ×4面 ×2箇 所 =1.5ポ  ・

立上り計 :② +③ +④ +⑤ +⑥ +⑦ =36.52ポ ・

合 計 :① 十② 十③ +④ 十⑤ 十⑥ +⑦ =90Q.51二
.

【シーリング撤去】

④ :0.8m× 4面 =3.2m・

⑤ :0.9m× 4面 =3.6m ・

⑥ :0.6m× 4面 ×2箇 所=4.輸

⑦ :0.75m× 4面 ×2箇 所■6m

合計 :④ +⑤ +⑥ +⑦ =17.6m .

【発生材運搬・処分】
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図 番
名 隊庁舎屋上防水5年 6月 13日

4/5
支持柱撤去・金 物撤去設置空 自衛隊御前崎 分 屯墓地

面

笠 木撤 去

笠木 再設 置

レZヨ

凡例 (ド )

②
(ダ )

(コ )

ドレン

撤去脱気筒

設 置脱 気筒

コーナー

`0.0」

0_

(コ ) (コ )

８

■

ヽ
一

0)

【アルミ笠木撤去・再設置】

17.48m+17.48m+46.68m+46.68m==128.32m

【アル ミ笠木コーナー金物撤去・再設置】

(コ ):8箇所

【押え金物取付】

46.68m+46.68m+17.48皿 +17.48m==128.32m

【ドレン撤去・設置】

(ド ):8箇所

【脱気筒撤去・設置】

② :盤圭旦宣所
(ダ ):設 置 12箇 所

コ )

(コ )
(コ )

史
３

●０
０
０

．
Ｎ

【支持柱撤去】

①支持柱(7m)=2杢

【アンテナマスト1枚 」i】

②アンテナマスト(2m)=1杢

【支線撤去】

③支線=6箇 所
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(ダ ) (ダ ) (ダ )
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尺 度 図 番5年 6月 13日
図 示

件 名 隊庁舎屋上防水

5/5
航空 自衛隊御 前崎分屯基 地

面

称

国

名
配 管工 事

520 44.280 320 凡例  (プ ):プ ル ボ ックス

RE ０
”
Ｎ

ご

　
　
　
　
０
一
ド

．
∞

【電線管撤去・設置】

016:① 44.28m+② 8.72m=』 3m ・

022:②8.72m=… ・

G28:① 44.28m+② 8.72m=.53m

【電線撤去・設置】

①44.28口 ×4本 +②8.72m× 6本 =229.44m

【配線撤去・再取付け】

1.28m■ 1.52■■1.32m+1.28m==5.4m

【フ
・ルホ・ックス撤去・設置】

4箇所

【照明撤去再取付け】

①投光器 (LED):2箇 所

②LED:2箇 所

合計 :①十②=4箇 :五_

S=1/400

(プ )C (プ )D
(プ )A (プ )B

S=1/20

暉
い
ｘ

，
Ｆ
ヽ

【屋上露出配管用フ・ロック撤去・再設置】

14個 +10個 +5個 =29」回 .

【フ・ルホ
゛
ックス用フ・ロック撤去・再設置】

劃匡
●■,,メ 14 メ1,,メ

S=1/400

l l

C lζ


